
1 

 



1 

 

毛呂山町立地適正化計画の概要 

○毛呂山町立地適正化計画における各誘導区域 

 

○各都市機能誘導区域における誘導施設 

【西部都市機能誘導区域（毛呂駅周辺地区）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○比較的速やかな誘導が求められる都市機能 

・ 診療所（主に内科、小児科） 

・ 健康増進施設 

・ 多世代交流施設 

○既存の施設における機能強化などが想定される都市機能 

・ 商業施設（主に空き店舗対策） 

・ 居住者の利便性等の向上に資する事業系施設（主に空き店舗対策） 

・ 医療施設（埼玉医科大学病院などの機能拡張） 

○今後の需要量などを勘案し、慎重な誘導が求められる都市機能 

・ 子育て支援施設（主に保育所など） 

・ 障がい者福祉施設 

・ 高齢者福祉施設 
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【東部都市機能誘導区域（武州長瀬駅周辺地区）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中部都市機能誘導区域（東毛呂駅周辺地区）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【北部都市機能誘導区域（目白台地区）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○比較的速やかな誘導が求められる都市機能 

・ 商業施設（主に空き店舗対策） 

・ 居住者の利便性等の向上に資する事業系施設（主に空き店舗対策） 

・ 健康増進施設 

・ 多世代交流施設 

○今後の需要量などを勘案し、慎重な誘導が求められる都市機能 

・ 子育て支援施設（主に保育所など） 

・ 障がい者福祉施設 

・ 高齢者福祉施設 

○比較的速やかな誘導が求められる都市機能 

・ 診療所（主に内科、小児科） 

・ 健康増進施設 

・ 多世代交流施設 

○既存の施設における機能強化などが想定される都市機能 

・ 商業施設 

・ 居住者の利便性等の向上に資する事業系施設 

○今後の需要量などを勘案し、慎重な誘導が求められる都市機能 

・ 障がい者福祉施設 

・ 高齢者福祉施設 

○比較的速やかな誘導が求められる都市機能 

・ 診療所（主に内科、小児科） 

・ 商業施設 

・ 居住者の利便性等の向上に資する事業系施設 

・ 健康増進施設 

・ 多世代交流施設 

○今後の需要量などを勘案し、慎重な誘導が求められる都市機能 

・ 子育て支援施設（主に保育所など） 

・ 高齢者福祉施設 



3 

 

居住誘導区域外における事前届出 

○届出制度の目的 

 届出制度は、毛呂山町における住宅開発などの実態を把握し、立地適正化計画の見直しなどの

今後の取組みに活用するものです。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

○届出の対象となる行為 

 居住誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には、原則として町への届出が義務

付けられています（都市再生特別措置法第８８条第１項）。なお、届出を行わず開発行為等を

行ったり、虚偽の届出を行ったりした場合、３０万円以下の罰金に処せられる場合があります

（法１３０条）。 

【開発行為】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【建築行為等】 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ※住宅とは、戸建て住宅、共同住宅及び長屋等をいい、寄宿舎等は含みません。 
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○届出の時期 

 開発行為等に着手する３０日前までに届出を行うこととなります（法第８８条第２項）。な

お、届出は開発許可申請及び建築確認申請等に先行することが望ましいとされています。 

 

○届出書類の作成と提出 

 届出は、以下の区分により、あらかじめ定められている届出書（様式）に添付図書を添え、正

本と副本の２部を提出することで行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○届出に対する町の対応 

 届出を受理した後、届出者に対し、勧告の有無について原則として２週間以内に通知します。 

 

○届出を要しない軽易な行為 

 都市再生特別措置法施行令第２７条の規定により、住宅等で仮設のもの又は農林漁業を営む者

の居住の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為、住宅の新築又は建築物を改築

若しくはその用途を変更して住宅等とする行為については、届出を要しない場合があります。 

【開発行為の場合】 

■届出書 ＝ 様式１ 

■添付図書 

① 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設

を表示する図面（位置図等 縮尺1/1,000以上） 

② 設計図（設計平面図、計画平面図 縮尺1/100以上）  

③ その他参考となる事項を記載した図書  

【建築行為等の場合】 

■届出書 ＝ 様式２ 

■添付図書 

① 敷地内における住宅等の位置を表示する図面（配置図 縮尺1/100以上）  

② 住宅等の２面以上の立面図、各階平面図（縮尺1/50以上）   

③ その他参考となる事項を記載した図書  

【上記２つの届出内容を変更する場合】 

■届出書 ＝ 様式３ 

■添付図書 上記のそれぞれの場合と同様 
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都市機能誘導区域外における事前届出 

○届出制度の目的 

 届出制度は、毛呂山町における誘導施設整備などの実態を把握し、立地適正化計画の見直しな

どの今後の取組みに活用するものです。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

○届出の対象となる行為 

 都市機能誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には、原則として町への届出が

義務付けられています（法第１０８条第１項）。なお、届出を行わず開発行為等を行ったり、虚

偽の届出を行ったりした場合、３０万円以下の罰金に処せられるがあります（法１３０条）。 

 

【開発行為】 

 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 

 

【建築行為等】 

 ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

 ・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 

 ・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 

 

【誘導施設について】 

 本書１ページから２ページ及び、『毛呂山町立地適正化計画』第５章（５５ページから７１

ページ）をご参照のうえ、毛呂山町まちづくり整備課都市計画係へご相談ください。 

 

【イメージ図】 
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○届出の時期 

 開発行為等に着手する３０日前までに届出を行うこととなります（法第１０８条第２項）。な

お、届出は開発許可申請及び建築確認申請等に先行することが望ましいとされています。 

 

○届出書類の作成と提出 

 届出は、以下の区分により、あらかじめ定められている届出書（様式）に添付図書を添え、正

本と副本の２部を提出することで行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○届出に対する町の対応 

 届出を受理した後、届出者に対し、勧告の有無について原則として２週間以内に通知します。 

 

○届出を要しない軽易な行為 

 都市再生特別措置法施行令第３５条の規定により、誘導施設を有する建築物で仮設のものの建

築の用に供する目的で行う開発行為、誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築又は建築物を

改築若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為については、

届出を要しない場合があります。 

【開発行為の場合】 

■届出書 ＝ 様式４ 

■添付図書 

① 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設

を表示する図面（位置図等 縮尺1/1,000以上） 

② 設計図（設計平面図、計画平面図 縮尺1/100以上）  

③ その他参考となる事項を記載した図書  

【建築行為等の場合】 

■届出書 ＝ 様式５ 

■添付図書 

① 敷地内における建築物の位置を表示する図面（配置図 縮尺1/100以上）  

② 建築物の２面以上の立面図、各階平面図（縮尺1/50以上）   

③ その他参考となる事項を記載した図書  

【上記２つの届出内容を変更する場合】 

■届出書 ＝ 様式６ 

■添付図書 上記のそれぞれの場合と同様 
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届出様式記入例 

○記入例１（様式１） 
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○記入例２（様式５） 
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宅地建物取引業法に基づく重要事項説明 

 居住誘導区域外及び都市機能誘導区域外において一定規模以上の開発行為等を行う場合、町長

への届出が義務付けられています。 

 これらの届出を行わない場合、罰則が科されるなど、届出義務を知らずに宅地又は建物等を購

入した者は不測の損害を被る可能性があるため、届出義務に関する規定が重要事項説明（宅地建

物取引業法第３５条）の対象となります。 

 

 

 

お問合せ先 

○届出について 

 毛呂山町まちづくり整備課開発建築係  ℡：049-295-2112（内線：158・159） 

 

○立地適正化計画の内容について 

 毛呂山町まちづくり整備課都市計画係  ℡：049-295-2112（内線：152） 
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参考資料（届出様式） 

 

   ※毛呂山町立地適正化計画の本編及び届出様式につきましては、毛呂山町ホーム 

    ページにおいて公開していますので、ご確認ください。 
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